
基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

平成２１年度は、四半期推計上の問題点を整理するとともに、関係する調査における対応可能性について検討を行った。

「関係する統計調査における対応の方向」

（１）毎月勤労統計調査
調査対象者の負担の抑制が最大の課題であるが、四半期推計の精度向上に資する改善方策について、幅広い観点から検
討していく。

（２）雇用動向調査
半年ごとに、事業所における減少労働者数を「離職した者」と「同一企業内への転出者等」に分けて把握している。

（３）就労条件総合調査
５年に１回退職金について調査し、金額についても把握している（平成１５年・平成２０年）。

具体的対応状況等(番号１)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

エ 四半期推計に関する
諸課題

毎月勤労統計調査について、①常用労働者が５人から29人の事業所
の調査における標本替えの工夫による所定内給与等の断層の解消、
②離職事由を「解雇、退職」、「転勤」等に分離すること等による
企業の退職者比率の把握、③退職金の調査を検討する。

厚生労働省 平成25年度
までに結論
を得る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

当該検討を行うにあたり、ＳＨＡ手法に関する検討は専門的・技術的であることから、専門的見地からの意見・助言を得るこ
とを目的とし、有識者を招いた検討会を発足した（４月２６日）。

具体的対応状況等(番号２)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(4) 医療費に関する統
計の国際比較可能性の
向上

医療費に関する統計の体系的整備、国際比較可能性の向上の観点か
ら、保健医療等の分野全体の医療費をマクロでとらえる統計（ＯＥ
ＣＤのＳＨＡ手法に基づく保健医療支出推計）を公的統計として位
置付けることについて、できるだけ早期に結論を得られるよう、学
識経験者や利用者を含めて検討する。

厚生労働省 平成21年度
から検討を
開始し、で
きるだけ早
期に結論を
得る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

就業と結婚等の事項については、関係する統計調査において、従来より調査の企画の際に検討しているものであり、今後も
引き続き検討するものである。

「関係する統計調査における対応の方向」（統計情報部所管の調査）

（１）雇用動向調査
入職者票の「直前の勤め先を辞めた理由」、離職者票の「離職理由」において「結婚・出産・育児・介護」に関する選

択肢を設けている。

（２）縦断調査（現在、実施している主な調査項目）
・２１世紀出生児縦断調査

就業(母親の就業状況)、出産(母親の出産１年前・出産半年後の就業状況)、子育て(子育て費用、子育ての負担感)等
・２１世紀成年者縦断調査

就業(就業の状況、結婚・出産前後の就業の状況)、結婚(結婚の状況、結婚意欲)、出産(出生の状況、男女の出生意
欲)、子育て(仕事と子育ての両立支援制度の利用状況) 等

・中高年者縦断調査
就業(就業の状況、仕事への満足感)、介護(介護の状況、介護時間) 等

具体的対応状況等(番号３)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(2) 少子高齢化等の進
展やワークライフバラ
ンス等に対応した統計
の整備

就業（就職及び離職の状況、就業抑制要因など）と結婚、出産、子
育て、介護等との関係をより詳しく分析する観点から、関係する統
計調査において、必要な事項の追加等について検討する。

総務省、厚生
労働省

原則として
平成21年中
に結論を得
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

世代による違いの検証等のため、21世紀出生児縦断調査及び21世紀成年者縦断調査について、新たな標本を追加する方向であ
る。

有識者からなる「縦断調査の充実に関する検討会」を平成２１年３月に設置し検討し、平成２２年３月３１日に最終とりまと
めを行い、２１世紀出生児縦断調査、２１世紀成年者縦断調査それぞれ新たな標本の追加が必要であるとの提言があった。

今後は、２１世紀出生児縦断調査は平成２２年度に新たなコーホートの予算を確保し、１２月実施を予定している。
また、２１世紀成年者縦断調査では、平成２３年度予算要求を行う方向で検討する。

具体的対応状況等(番号４)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(2) 少子高齢化等の進
展やワークライフバラ
ンス等に対応した統計
の整備

世代による違いの検証等のため、21世紀出生児縦断調査及び21世紀
成年者縦断調査について、新たな標本の追加等を検討する。

厚生労働省 平成21年度
中に結論を
得る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

【平成２１年度】
外部有識者の意見を参考に対応策を検討し、具体的な措置、方策等として示された月別、生年年齢別の統計表を作成するこ

ととした。
（追加統計表案）

・（出生）出生数、出生月・母の生年年齢別
・（婚姻）婚姻件数、届出月・届出時生年年齢別－夫・妻－
・（離婚）離婚件数、届出月・届出時生年年齢別－夫・妻－

（追加時期） 平成２１年人口動態統計（確定数） （平成２２年９月公表予定）

【平成２２年度】
上記統計表案の追加について、基幹統計調査の変更申請を行い、９月の公表予定までに承認を得る。

具体的対応状況等(番号５)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(2) 少子高齢化等の進
展やワークライフバラ
ンス等に対応した統計
の整備

人口動態調査における集計の充実（出生・婚姻・離婚の月別、年齢
各歳・生年別の集計等）について検討する。

厚生労働省 平成21年中
に結論を得
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

平成２１年度は、外部有識者による「国民生活基礎調査の新体系構築に関する研究」（平成19～21年度）を行った。
今後は、研究結果を踏まえ、対応の可能性を検討し、試験調査の実施を検討する。

【試験調査スケジュール】
平成２２年度 まとまった研究結果を踏まえ、調査票の設計等の検討開始

試験調査について、実施案検討、予算要求、総務省の承認申請
平成２３年度 試験調査の実施

試験調査の結果を踏まえ、標本規模の拡大等、平成２５年調査に向けた見直しについて結論を得る。
平成２４年度 平成２５年調査（本調査）について、総務大臣への承認申請（統計委員会対応を含む。）
平成２５年度 本調査（大規模調査）の実施

具体的対応状況等(番号６)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(3) 暮らし方の変化に
対応した統計の整備

国民生活基礎調査の所得票及び貯蓄票を用いた調査結果の都道府県
別表章が可能となるよう、これらの調査票の標本規模を拡大するこ
と等について検討する。

厚生労働省 平成25年調
査の企画時
期までに結
論を得る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

国民生活基礎調査で使用している世帯票、健康票、介護票、所得票及び貯蓄票について、相互のクロス分析等を充実させるこ
ととし、統計委員会（平成２２年１月２５日）等による審議を経て、平成２２年調査（大規模調査）において、所得票と世帯
票・健康票をクロス集計した集計表(６表)を拡充することとした。

【追加統計表（２２年結果表No.）】
第66表 世帯数，医療費の家計支出額に占める割合・所得金額階級別
第106表 高齢者世帯数，医療費の家計支出に占める割合・所得金額階級別
第154表 世帯人員数（6歳以上），健康意識・生活意識別
第155表 世帯人員数（12歳以上），こころの状態（点数階級）・生活意識別
第156表 世帯人員数（15歳以上），健康意識・性・生活意識別
第157表 世帯数，医療費の家計支出額に占める割合・生活意識別

具体的対応状況等(番号７)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(3) 暮らし方の変化に
対応した統計の整備

国民生活基礎調査で使用している世帯票、健康票、介護票、所得票
及び貯蓄票について、相互のクロス分析等を充実させることについ
て検討する。

厚生労働省 平成23年中
に結論を得
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

「関係する統計調査における対応の方向」

（１）国民生活基礎調査
統計委員会（平成２２年１月２５日）等による審議を経て、平成２２年調査（大規模調査）において、「教育」の項目

を追加し、学歴を６区分（小学・中学、高・旧制中、専門学校、短大・高専、大学、大学院）を把握することとした。

（２）その他調査
・２１世紀出生児縦断調査では８段階（中学校、専修・専門学校（中学校卒業後）、高校、専修・専門学校（高校卒業
後）、短大・高専、大学、大学院、その他）、２１世紀成年者縦断調査では７段階（中学校、高校、専門学校、短大・
高専、大学、大学院、その他）に分けて最終学歴を把握している。

・賃金構造基本統計調査で、４段階（中学、高校、高専・短大、大学・大学院）に分けて把握している（文理別では把握
していない）。

・雇用動向調査では、５段階（中学卒、高校卒、専修学校（専門課程）卒、高専・短大卒、大学・大学院卒（文理別））
に分けて最終学歴を把握している。

具体的対応状況等(番号８)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(4) 教育をめぐる状況
変化等に対応した統計
の整備

社会生活や雇用・労働等と教育との関係を分析できるようにする観
点から、関連統計調査において、学歴等の教育関連項目を追加する
ことについて検討する。

各調査の実施
府省

原則として
平成21年中
に結論を得
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

【平成２１年度】
外部有識者の意見を参考に対応策を検討し、具体的な措置、方策等として示された年齢別の統計表を作成することとした。
（追加統計表案）

・（出生） 【日本における日本人】
①父日本・母外国の出生数、父の年齢（各歳）・母の年齢（各歳）別
②母日本・父外国の出生数、父の年齢（各歳）・母の年齢（各歳）別
【日本における外国人】
③出生数、父の年齢（各歳）・母の年齢（各歳）・嫡出子－嫡出でない子別

・（婚姻） 【日本における日本人】
①夫日本・妻外国の婚姻件数、夫の届出時年齢（各歳）・妻の届出時年齢（各歳）
②夫外国・妻日本の婚姻件数、夫の届出時年齢（各歳）・妻の届出時年齢（各歳）
【日本における外国人】
③婚姻件数、夫の届出時年齢（各歳）・妻の届出時年齢（各歳）

・（離婚） 【日本における日本人】
①夫日本・妻外国の離婚件数、夫の届出時年齢（各歳）・妻の届出時年齢（各歳）
②夫外国・妻日本の離婚件数、夫の届出時年齢（各歳）・妻の届出時年齢（各歳）
【日本における外国人】
③離婚件数、夫の届出時年齢（各歳）・妻の届出時年齢（各歳）

（追加時期） 平成２１年人口動態統計（確定数） （平成２２年９月公表予定）

【平成２２年度】
上記統計表案の追加について、基幹統計調査の変更申請を行い、９月の公表予定までに承認を得る。

具体的対応状況等(番号９)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(7) グローバル化の進
展に対応した統計の整
備

人口動態調査における外国人についての集計の充実（特に年齢別）
について検討する。

厚生労働省 平成21年中
に結論を得
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

「関係する統計調査における対応の方向」

統計委員会（平成２２年１月２５日）等による審議を経て、平成２２年国民生活基礎調査（大規模調査）において、
引き続き１週間の実労働時間を把握することとした。
なお、各世帯員の１週間の実労働時間は平成１６年調査（大規模調査のみ）から把握している。

具体的対応状況等(番号１０)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(8) 企業活動の変化や
働き方の多様化等に対
応した労働統計の整備

実労働時間のより適切な把握の観点から、世帯に対する雇用・労働
関係の統計調査において、ＩＬＯの国際基準も踏まえた上で調査事
項の見直しについて検討する。

総務省、厚生
労働省

原則として
平成21年中
に結論を得
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）において当該指標の推計方法を研究中である。

具体的には、
① 雇用動向調査の個票データを用いて、雇用を増やした（減らした）事業所の増加（減少）量を推計
② 雇用保険データ（被保険者数が記録された事業所データ）を用いて、新設（廃止）事業所の労働者比率を推計
③ ①と②を組み合わせることにより、雇用増加（減少）事業所における増加（減少）量を新設（廃止）による増加《雇
用創出》（減少《雇用消失》）と事業の拡大（縮小）による増加（減少）に分離する

方法について、データ処理を精緻化する方法とともに、研究を進めているところである。

具体的対応状況等(番号１１)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(8) 企業活動の変化や
働き方の多様化等に対
応した労働統計の整備

雇用動向調査等を基にして雇用創出・消失指標を推計し、公表する。 厚生労働省 平成24年末
までに実施
する。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

ビジネスレジスターの整備については、現在、総務省の「事業所母集団データベースの活用等に関する検討会議」で検討中で
ある。

「関係する統計調査における対応の方向」

（１）毎月勤労統計調査
名簿データ上では、一部の事業所はすでに共通符号（センサスキー） を保有。保有していない事業所は、事業所母集団
データベース登録時に付与される事業所コードとのマッチングができれば、共通符号（センサスキー）を保有可能。

（２）賃金構造基本統計調査
既に、共通符号（センサスキー）を保有している。

（３）その他
経済センサス基礎調査が平成２１年度に実施され、経済センサス活動調査が平成２４年２月に実施される予定。

具体的対応状況等(番号１２)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(8) 企業活動の変化や
働き方の多様化等に対
応した労働統計の整備

経済産業省と協力して、ビジネスレジスターの整備を待って、毎月
勤労統計調査や賃金構造基本統計調査と、工業統計表等との結合を
図るため、共通符号を持たせること等の措置を講じる。

厚生労働省 ビジネスレ
ジスターの
整備状況を
踏まえ、速
やかに実施
する。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

平成２１年度は、既存調査で把握している事項の整理を行った。

具体的対応状況等(番号１３)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(8) 企業活動の変化や
働き方の多様化等に対
応した労働統計の整備

非正規雇用の実情を継続的に毎年把握する統計調査について、遅く
とも平成24年度までの調査開始に向けて、調査の内容や実施時期等
について検討する。

厚生労働省 平成21年度
から検討を
開始し、平
成22年度ま
でに結論を
得る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）において諸外国の状況の調査を行った。
今後、労働政策研究・研修機構（ＪＩＬＰＴ）における諸外国の状況把握を踏まえて、日本において総合的な労働力需給の指

標を導入する際の諸条件の検討・整理を行う。

具体的対応状況等(番号１４)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(8) 企業活動の変化や
働き方の多様化等に対
応した労働統計の整備

関係府省等と協力して、ハローワークを通じた求人・求職活動のみ
ではなく、他のルートによる求人・求職活動を含めた総合的な労働
の需給動向を示す指標について、ハローワーク以外の求人数の把握
方法、世帯調査を通じた求職状況に関する統計の利用可能性や、費
用対効果なども含め、その実現可能性について検討する。

厚生労働省、
総務省

平成21年度
から検討す
る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況



基本計画「別表」｢第２ 公的統計の整備に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策｣部分（抜粋）

医療施設調査及び患者調査について、記入者負担の軽減及び統計調査の効率化の観点から、医療機能情報提供制度やレセプト
の電子化等の推進状況を踏まえ、平成23年調査以降への行政記録情報等の活用可能性について検討する。

【調査スケジュール】
平成２２年度 ４月 調査企画開始

１０月 医療施設調査・患者調査 調査票 社会保障審議会統計分科会 審議（予定）
１２月 統計委員会へ諮問、総務省へ承認申請（予定）

平成２３年度 調査の実施

具体的対応状況等(番号１５)

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

(9) その他

医療施設調査及び患者調査について、記入者負担の軽減及び統計調
査の効率化の観点から、医療機能情報提供制度やレセプトの電子化
等の推進状況を踏まえ、平成23年調査以降への行政記録情報等の活
用可能性について検討する。

厚生労働省 平成23年調
査の企画時
期までに結
論を得る。

公的統計の整備に関する基本的な計画の進捗状況
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